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 11 月は「過労死等防止啓発月間」です 

～過労死等防止対策推進シンポジウムなどを実施～ 
 

 石川労働局（局長 長嶋 政弘）は、11 月の「過労死等防止啓発月間」において、過

労死等をなくすためにシンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどの取組を行います。 
この月間は「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの

重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年 11 月に実施してい

ます。 
 月間中は、国民への周知・啓発を目的に、11月30日（木）に「過労死等防止対策推進

シンポジウム」を開催するほか、「過重労働解消キャンペーン」として、過労死等につ

ながる過重労働などの撲滅に向けた重点的な監督指導や石川労働局長によるベストプラ

クティス企業との意見交換などを行います。                
  
１「過労死等防止対策推進シンポジウム」の開催 

 日 時 令和５年11月30日（木）13時30分～15時40分（受付13：00～） 
 場 所 石川県地場産業振興センター 本館第１研修室 
 参加申込 事前に別添１裏面のFAX申込書または専用webサイトから 
       お申し込みください。（無料でどなたでも参加できます。) 

 

２ 「過重労働解消キャンペーン」の実施    
(1) 労使の主体的な取組を促します 

石川労働局長は、キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合等に対しキャンペ  
ーンへの協力要請を行います。また、県内の地方公共団体にもキャンペーンの周知について

協力要請を行いました。 
 

(2) 労働局長によるベストプラクティス企業との意見交換を実施します 
石川労働局長は、管内企業の経営トップとの意見交換により、長時間労働削減に向けた積  

極的な取組事例を収集・紹介します。（詳細については再度プレスリリースします。） 
 
(3) 重点監督を実施します 

長時間労働が行われていると考えられる事業場等に対して重点的な監督指導を実施しま

す。 
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(4) 過重労働相談受付集中期間を設定します 

11月１日（水）から11月７日（火）を過重労働相談受付集中週間とし、労働局及び労働基  
準監督署において、過重労働に係る相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を

積極的に受け付けます。また、労働条件相談ほっとラインでも、平日17:00～22:00、土日祝

日 9:00～21:00 に相談をお受けします。 
 ※11 月４日（土）、５日（日）は、労働条件相談ほっとラインのみの受付となります。 
 

(5) 特別労働相談受付日を実施します 
11月３日（金・祝日）に下記相談窓口にて電話による特別労働相談を実施します。 
① 過重労働解消相談ダイヤル 

 電話番号  0120（ 7 9 4
なくしましょう

） 7 1 3
 長い残業

 
 令和５年11月３日（金・祝日）9：00～17：00 
  ※労働基準監督官が相談に対応します。 
 

② 労働条件相談ホットライン【委託事業】 

 電話番号  0120（811
はい！

）610
労 働

 
 令和５年11月３日（金・祝日）9：00～21：00 

 
(6) 過重労働解消のためのセミナーを開催します（詳細は別添３を参照ください） 

企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的とし、事業主や人事労務担 
当者などを対象として、10月～１月を中心にオンラインにより、「過重労働解消のためのセミ

ナー」（委託事業）を開催します。（無料でどなたでも参加できます。） 
 

 
 
▼特設ホームページはこちら 

 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign_00004.html 
 

別添１：過労死等防止対策推進シンポジウム（石川会場） 

別添２：「過重労働解消キャンペーン」リーフレット 

別添３：「過重労働解消のためのセミナー」リーフレット 

 過重労働解消キャンペーン   検索  👆 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign_00004.html


主催：厚生労働省　　後援：石川県、金沢市
協力：過労死等防止対策推進全国センター、全国過労死を考える家族の会、過労死弁護団全国連絡会議
 働くもののいのちと健康を守る石川センター

石 川 会場

二次元バーコードを
読み込んで下さい。

毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です。

2023年11月30日(木)
13：30～15：40（受付13：00～）

日時

石川県地場産業振興センター
本館 第1研修室
(石川県金沢市鞍月2丁目1番地）

会場

｢ハラスメントからくる
　労働関連疾患をなくすために」

基調講演

過労死等防止対策推進シンポジウム 検索
▼ 特設ホームページはこちら▼

近年、働き過ぎやパワーハラスメント等の労働問題によって多くの方の尊い命が失われ、
また心身の健康が損なわれ深刻な社会問題となっています。

本シンポジウムでは有識者や過労死で亡くなられた方のご遺族等にも
ご登壇をいただき、過労死等の現状や課題、防止対策について考えます。

過労死等
防止対策推進
シンポジウム

過労死等
防止対策推進
シンポジウム

静岡社会健康医学大学大学院
准教授 天笠　崇  氏

過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ

参加無料
《事前申込》



石川県地場産業
振興センター
本館 第1研修室

※駐車場に停められる台数に限りがありますので、
　お車でお越しの際はできるだけ乗り合わせてお越し下さい。

石川県地場産業振興センター 本館 第1研修室
（石川県金沢市鞍月2丁目1番地）
・金沢駅から当センターまで約4km
 【タクシー】 JR金沢駅金沢港口（西口）より 約10分
 【北鉄バス】 JR金沢駅金沢港口（西口）より 約20分  金沢駅西口6番乗り場「工業試験場行」
  または「消費者支援センター行」乗車「工業試験場」下車　

連 絡 先

企業・団体名

●次の該当する□に✔をお願いいたします。
□ 経営者　　□ 会社員　　□ 公務員　　□ 団体職員　　□ 教職員　　□ 医療関係者　　□ 弁護士
□ 社会保険労務士　  □ パート・アルバイト　　□ 学生　　□ 過労死等の当事者・家族　　
□ その他 ［　　　    　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　    　　］

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

お 名 前

「個人情報の取扱いについて」　・ご記入いただいた事項は、過労死等防止対策推進シンポジウムの申込受付業務を目的として使用します。  ・他の目的ではご本人の同意なく第三者に提供を
いたしません。  ・委託運営株式会社プロセスユニークの「個人情報保護方針（https://www.p-unique.co.jp/hp/privacy.html）」に従い適切な保護措置を講じ、厳重に管理いたします。

https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo

▼ 特設ホームページはこちら

5名以上のお申込みは、
別紙(様式自由)にて
FAXしてください。

●以下の参加申込書に必要事項を記載の上、FAXをお願いいたします。 FAX番号 052-915-1523

過労死等防止対策推進シンポジウム 検索

●下記の「個人情報の取扱いについて」に同意の上、ご記入ください。  → □ 同意しました。

●FAX：●TEL：
●E-mail：

▶会場の都合上、事前申し込みをお願いします。
▶申し込みはWebまたは FAXでお願いします。
▶受付番号を発行いたします。当日会場受付にて受付番号をお知らせください。
▶定員になり次第締め切りとさせていただきますのでご了承ください。
▶定員超過の場合は、電話またはメールでご連絡いたします。
▶連絡先の TEL か E-mail のどちらかは必ずご記入ください。
▶参加（証明）書の発行はいたしておりません。予めご了承ください。

◎Webからの申し込み

会場のご案内

参加申込について

二次元バーコードを読み込んで下さい。

過労死等防止対策推進シンポジウム ［参加申込書］

石 川 会 場石 川 会 場

（お問い合わせ先） 厚生労働省シンポジウム事業受託事業者 株式会社プロセスユニーク　電   話：　　0570-087-555    E-mail：karoushiboushisympo@p-unique.co.jp

天笠 崇 氏
静岡社会健康医学大学院大学 准教授

代々木病院精神科医、代々木病院EAPケアシステムズ顧問、
働くもののいのちと健康を守る東京センター理事長、
北里大学医学部大学院環境医科学群労働衛生学非常勤講師、
（一社）SST普及協会事務局長
【専門領域】
社会健康医学、精神保健学、労働精神医学、精神医学、京都大学
（社会健康医学博士）、認定産業医・労働衛生コンサルタント、
精神保健指定医、日本精神神経学会専門医・指導医、（一社）
SST普及協会認定講師

[ 石川労働局からの報告 ]

[ 企業からの取組み事例発表 ]
  真柄建設株式会社
[ 過労死遺族の声 ]

[ 基調講演 ]
「ハラスメントからくる
　　労働関連疾患をなくすために」
  天笠  崇 氏 （静岡社会健康医学大学大学院 准教授）
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